
船舶事故等調査報告書 

平成２７年６月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５長第１５号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２７年１月６日 ０３時５０分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津
か ら つ

市小川島南南東方沖の平
ひら

瀬 

 呼子
よ ぶ こ

平瀬灯台から真方位１４５°１４０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３４.８６′ 東経１２９°５４.６８′） 

事故等調査の経過  平成２７年２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

砂利運搬船 第十八福
ふく

昌
しょう

丸、４８７トン 

 １３４３９５、御前崎海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に凹損及び破口 

 事故等の経過  本船は、船長ほか６人が乗り組み、管理土約１,４８０ｔを積載

し、船首約３.４ｍ、船尾約５.０ｍの喫水により、船長が単独で船橋

当直を行い、小川島南東方沖を、平瀬を右舷側に見て通過するよう約

２４０°（真方位、以下同じ。）の針路とし、約９ノットの対地速力

で航行していた。 

 本船は、船長が、南東進する漁船の灯火を船首方に視認し、同船を

避けようと手動操舵として右舵を取ったところ、船首が約２７０°を

向いた平成２７年１月６日０３時５０分ごろ、平瀬南側の浅所に乗り

揚げた。 

 船長は、船底に衝撃を感じ、直ちに船体各部を点検したが、異常を

認めなかったので、そのまま航行を続けた。 

 本船は、後日、造船所に上架して調査した結果、船底部の損傷が発

見された。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北西、風速 約１７m/s、視程 約０.５海里 

海象：波向 南西、波高 約２.５ｍ、潮汐 低潮期 

 唐津地区には、強風波浪注意報が発表中であった。 

 その他の事項  船長は、本事故発生場所付近を過去に約１２回航行しており、夜間

に航行したことも約６回あり、平瀬が存在することを知っていた。 

 船長は、平瀬灯台から約５００～６００ｍ離して航行するつもりで

あったが、本事故当時、降雨と風波でレーダーの映りが悪く、視界が

悪くてぼんやりとしか見えなかった呼子平瀬灯台の灯光を頼りに航行

していたので、距離の目測を誤ったと思った。 



 本船は、ＧＰＳプロッターを装備していたが、本事故時、作動させ

ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、夜間、視界及びレーダーの映りが悪い状況下、小川島南東

方沖を西南西進中、船長が、船位の確認を適切に行っていなかったこ

とから、南東進中の漁船を避けようと右舵を取ったところ、平瀬に向

かう態勢となって航行し、平瀬南側の浅所に乗り揚げたものと考えら

れる。 

 船長は、呼子平瀬灯台との距離を目測していたことから、漁船を避

けようとした際、平瀬まで距離があるものと思った可能性があると考

えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、視界及びレーダーの映りが悪い状況下、

小川島南東方沖を西南西進中、船長が、船位の確認を適切に行ってい

なかったため、南東進中の漁船を避けようと右舵を取ったところ、平

瀬に向かう態勢となって航行し、平瀬南側の浅所に乗り揚げたことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・レーダーの映りが悪い場合、ＧＰＳプロッターを活用して船位の

確認を行うこと。 

 


